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提案理由 

 女性を始めとする多様な人材の市議会への参画を促進するため、本会議や委員

会への欠席事由として育児、看護及び介護等を明文化し、出産についても産前・

産後期間に配慮した規定を整備するとともに、市議会に対する請願に係る規定の

見直しを行うほか、所要の措置を講ずるため、本規則の一部を改正する。 

 

 

 

 



 

厚木市議会会議規則の一部を改正する規則 

 

厚木市議会会議規則（昭和42年厚木市議会規則第１号）の一部を次のように改正す

る。 

目次中「第63条（発言の取消しまたは訂正）」を「第63条（発言の取消し又は訂

正）」に、「第68条（起立による表決）」を「第68条（起立等による表決）」に、

「第129条（請願文書表の作成および配布）」を「第129条（請願文書表の作成及び配

布）」に、「第131条（請願の取り下げ）」を「第131条（請願の取下げ）」に、 

「 第４章 辞職および資格の決定 

  第136条（議長および副議長の辞職） 」 
を 

「 第４章 辞職及び資格の決定 

  第136条（議長及び副議長の辞職） 」 
に改める。 

第２条第１項中「、事故」を「、公務、疾病、育児、看護、介護、配偶者の出産補

助その他のやむを得ない事由」に改め、同条第２項中「出席できないときは」の次に

「、出産予定日の６週間（多胎妊娠の場合にあっては、14週間）前の日から当該出産

の日後８週間を経過する日までの範囲内において、その期間を明らかにして」を加え

る。 

第82条第１項中「、事故」を「、公務、疾病、育児、看護、介護、配偶者の出産補

助その他のやむを得ない事由」に改め、同条第２項中「出席できないときは」の次に

「、出産予定日の６週間（多胎妊娠の場合にあっては、14週間）前の日から当該出産

の日後８週間を経過する日までの範囲内において、その期間を明らかにして」を加え

る。 

第128条第１項中「邦文」を「邦文（点字によるものを含む。）」に、「、請願者の

住所及び氏名（法人の場合にはその名称及び代表者の氏名）を記載（点字による記載

を含む。）し」を「及び請願者の住所（法人の場合には、その所在地）を記載し」に、

「署名」を「署名（法人の場合には、その名称の記載及び代表者の署名）」に改める。 

第129条の見出し中「および」を「及び」に改め、同条第２項中「住所および氏名」

を「住所（法人の場合には、その所在地）及び氏名（法人の場合には、その名称及び

代表者の氏名）」に、「ならびに」を「並びに」に改める。 

「第４章 辞職および資格の決定」を「第４章 辞職及び資格の決定」に改める。 

 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

 

 


